
災害医療の取組について 

 

 海匝保健所では、「千葉県地域防災計画」（令和５年度修正）及び、「「千葉県災害医療

救護計画」（平成２７年作成）に基づき、関係機関と連携し災害への備えを進めてい

る。 

 

１ 令和６年度大規模地震時医療活動訓練について 

令和６年９月２８日（土）に、内閣府主催による首都直下地震を想定した大規模

地震時医療活動訓練を実施した。香取海匝医療圏では総合病院国保旭中央病院の会

議室１に合同救護本部を設置し、その一員として海匝保健所も訓練に参加した。 

訓練では、医療機関と社会福祉施設の被災状況の確認を行うとともに、インフラ

やライフライン等の被災状況の情報収集を行い、各施設の被災状況とともに旭中央

病院のＤＭＡＴに報告等を行った。 

  詳細については別紙４－１を参照。 

 

２ 災害用備蓄医薬品供給体制の整備について 

海匝保健所では、「千葉県災害医療救護計画」と「医薬品等の確保と供給に関する

マニュアル」（令和４年修正）に基づき、以下のとおり災害用備蓄医薬品の供給体制

を整備している。 

 （１）医薬品搬送訓練 

関係機関の災害医療担当者を対象に、医薬品搬送訓練を実施している。 

令和６年度は「海匝地域災害担当者研修会・医薬品搬送訓練」として実施 

した。 

【概要】 

 日 時  令和６年１０月３１日（木）午前１０時３０分～午後３時３０分 

場 所  ＺＯＯＭ及び海匝保健所八日市場地域保健センター１階 診察室 

 参加者  管内医療機関の災害医療担当者 

管内市町村の災害医療担当者 

管内の各職能団体の災害医療担当者 

管内の消防本部、警察署の災害担当者 

 内 容  講演「能登半島地震におけるＤＭＡＴの活動について」 

      講演「災害時の地域振興事務所の役割と機能について」 

      講演「災害時における災害用備蓄医薬品の要請について」 

      訓練「ＥＭＩＳ入力訓練」 

      訓練「災害用備蓄医薬品の搬送訓練」 

 （２）その他 

   ・災害用備蓄医薬品の使用期限の確認・更新 

   ・職員を対象とした医薬品の種類や供給方法の手順の周知・確認 

 

  

令和６年度運営協議会資料 議題４ 



３ 「災害時の医薬品の備え」に関する講演について 

海匝保健所管内食生活改善協議会から依頼を受け、会員を対象に「災害時の医

薬品の備え」について講演を行った。 

講演では、「災害時の医薬品の備え」のほか、「サプリメントと医薬品の違い」、

「薬の過剰摂取（ＯＤ）による薬物乱用」についても説明した。 

 

【概要】 

 日 時  令和６年９月２７日（木）午後２時～午後４時 

 場 所  飯岡ユートピアセンター 大会議室 

 研修会名 海匝保健所管内食生活改善協議会 第２回研修会 

 参加者  海匝保健所管内食生活改善協議会 会員 約４０名 

 講演題名 「災害時の医薬品の備え」 

 講義内容 「災害時の医薬品の備え」、「サプリメントと医薬品の違い」、 

「薬の過剰摂取（ＯＤ）による薬物乱用」 

＜講演会の様子＞ 

 

４ 合同救護本部設置訓練について 

海匝保健所では、千葉県災害医療救護計画の第６章第２節に基づき、総合病院国

保旭中央病院の災害対応訓練に併せて「合同救護本部設置訓練」を実施している。 

令和６年度は、令和７年２月１日（土）に実施予定であり、訓練課題として、 

「人員確保が困難であることを想定した、最少人数での合同救護本部運営」をあ

げている。 

 

５ 「医薬品等の確保と供給に関するマニュアル」（第８版）の改訂について 

令和７年４月に現在のＥＭＩＳのシステムが、代替システムに切り替わることが

予定されている。また、従来に加えて「「保健所災害情報システム」等の新しいシス

テムが稼働していることから、海匝保健所の「医薬品等の確保と供給に関するマニ

ュアル」を改訂する予定である。 

活動のポイント：シナリオのない実動訓練の実施 

          繰り返す病院、避難所のＥＭＩＳ活用訓練 

          地域振興事務所との協働 


